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前
年
中
に
収
入
が
無
い
方
で
も
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

税
務
署
へ
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は

基
本
的
に
所
得
税
が
発
生
す
る
場
合
に

申
告
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
す
が
、
市
・

都
民
税
の
申
告
は
そ
れ
と
は
異
な
り
収

　

町
田
市
で
は
、
私
達
の
生
活
環
境
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、
様
々

な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。 

　

毎
日
の
生
活
に
関
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
目
に
見
え
る
も
の
も
あ
れ

ば
見
え
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

少
子
・
高
齢
化
社
会
に
向
け
た
福
祉
・
保
健
・
医
療
の
充
実
、
道
路
・
下
水

道
・
公
園
な
ど
の
整
備
、
市
民
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
教
育
の
充
実
な
ど

の
施
策
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
市
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
仕
事
を
行
う
費
用
と
し
て
、
市
民
の

皆
様
に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
が
市
税
で
す
。

　

市
税
は
市
民
の
み
な
さ
ん
の
財
産
で
す
。
計
画
的
・
効
率
的
に
活
用
す
る
た

め
に
、
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
・
都
民
税

入
の
有
無
、
税
額
発
生
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

　

市
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
る
方
は
、
そ
の
年
の
１
月
１
日
（
賦

課
期
日
）
現
在
、
町
田
市
内
に
住
所
を

有
す
る
方
で
す
。

　

ま
た
、
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
方

で
も
、
市
内
に
事
務
所
、
事
業
所
ま
た

は
家
屋
敷
を
有
す
る
場
合
は
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
前
年
中
の
所
得
が
給
与
所

得
の
み
、
ま
た
は
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
の
み
で
、
給
与
の
支
払
先
、
も
し

く
は
社
会
保
険
庁
等
か
ら
町
田
市
に
支

払
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
（
た
だ
し
各

種
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は

除
き
ま
す
）
。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た

方
は
、
市
・
都
民
税
の
申
告
書
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

市
・
都
民
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
市
民
税
課
（
11
７
２
４
・
２
１

１
５
）
へ
。

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。　
　
　

　

あ
な
た
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
・
二

輪
車
等
を
譲
渡
し
た
り
、
廃
車
し
た
と

き
、
ま
た
は
盗
難
に
あ
っ
た
と
き
は
、

必
ず
名
義
変
更
や
廃
車
手
続
き
を
し
て

下
さ
い
。
こ
の
手
続
き
を
取
ら
な
い
と

車
は
無
く
な
っ
た
の
に
軽
自
動
車
税
は

い
つ
ま
で
も
元
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

名
義
変
更
手
続
き
は
現
所
有
者
（
売

り
主
）
が
行
う
方
が
確
実
で
す
。
ま

た
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
手
続
き
を
業

者
等
に
依
頼
し
た
場
合
は
、
依
頼
内
容

ど
お
り
の
手
続
き
が
完
了
し
て
い
る
か

必
ず
確
認
し
て
下
さ
い
。
名
義
変
更
・

廃
車
等
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先
は

次
の
と
お
り
で
す
。

●
軽
四
輪
自
動
車
＝
軽
自
動
車
検
査
協

会
多
摩
支
所
（
11
０
４
２
・
５
２
５
・

４
３
６
０
）
へ
。

●
１
２
６
㏄
以
上
の
バ
イ
ク
＝
多
摩
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
11
０
４
２
・

５
２
３
・
２
４
５
５
）
へ
。

●
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
き
バ
イ

ク
＝
町
田
市
役
所
市
民
税
課
（
11
７
２

４
・
２
１
１
３
）
へ
。

※
軽
四
輪
自
動
車
と
１
２
６
㏄
以
上
の

バ
イ
ク
は
、
名
義
変
更
や
廃
車
手
続
き

の
ほ
か
に
、
税
申
告
の
手
続
き
も
必
要

で
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
そ
の
年
の
１
月
１

日
現
在
所
有
し
て
い
る
土
地
・
家
屋
及

び
償
却
資
産
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま

す
。
税
額
は
課
税
標
準
額
に
税
率
（
１

０
０
分
の
１
・
４
）
を
乗
じ
て
算
出
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
市
街
化
区
域
内
に
所

在
す
る
土
地
・
家
屋
に
対
し
て
は
、
合

わ
せ
て
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
税
率
は
１
０
０
分
の
０
・　

で
２４

す
。

　

町
田
市
立
南
大
谷
中
学
校
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

加
琳

　

家
の
前
で
交
通
事
故
が
起
こ
っ

た
。
そ
れ
は
、
電
柱
に
つ
い
た
カ

ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
角
度
が
悪
く
て
、

自
転
車
か
ら
も
自
動
車
か
ら
も
よ

く
見
え
な
く
て
、
起
こ
っ
た
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
で
、
父
は
町
田
市
役

所
に
行
っ
た
。
交
通
安
全
課
の
人

に
問
い
合
わ
せ
て
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ

ー
を
直
し
て
も
ら
え
る
よ
う
交
渉

し
、
直
し
に
来
て
も
ら
っ
た
。

　

「
ミ
ラ
ー
の
お
金
は
誰
が
払
う

の
。」
と
私
が
聞
く
と
、「
そ
れ
は

税
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
ん
だ

よ
。」と
父
は
答
え
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
て
私
は
、
税
は
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
使
わ
れ
て
い
る
ん

だ
と
初
め
て
知
っ
た
。

　

で
は
、
税
金
は
ど
の
よ
う
な
も
の

に
使
わ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　

他
に
も
道
路
に
は
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ

ー
だ
け
で
は
な
く
街
路
灯
も
あ
り
歩

道
も
あ
る
。
長
年
使
っ
た
道
路
の
補

修
も
あ
る
。
調
べ
て
み
る
と
、
こ
う

い
っ
た
費
用
は
税
金
か
ら
土
木
費
と

い
う
名
前
で
支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
町
田
市
で
は
、
民

生
費
、
教
育
費
、
消
防
費
、
衛
生
費

な
ど
が
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
税
金
は
ど
の
よ
う
に
し
て

集
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

町
田
市
か
ら
も
ら
っ
た
「
わ
た
し

た
ち
の
く
ら
し
と
市
税
」に
よ
る
と
、

市
税
に
は
普
通
税
と
し
て
市
民
税
、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
市
た

ば
こ
税
が
あ
り
、
目
的
税
と
し
て
入

湯
税
、
事
業
所
税
、
都
市
計
画
税
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

私
が
払
っ
て
い
る
消
費
税
は
国
に

納
め
る
税
金
で
あ
る
。

　

町
田
市
の
市
税
は
、
約
六
百
二
十

六
億
円
、
都
税
は
約
三
兆
九
千
八
十

六
億
円
、
国
の
税
金
は
約
四
十
一
兆

七
千
八
百
六
十
億
円
だ
っ
た
。

　

す
ご
い
金
額
で
驚
い
た
が
、
い
ろ

い
ろ
な
使
い
道
に
分
け
る
と
、
こ
れ

く
ら
い
必
要
な
の
か
と
思
っ
た
。

　

税
金
が
高
い
、
と
よ
く
大
人
達
が

言
う
け
れ
ど
、
わ
た
し
た
ち
の
今
の

暮
ら
し
を
支
え
、
よ
り
良
く
し
て
い

く
た
め
に
は
、税
金
と
い
う
も
の
は
、

と
て
も
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
だ
な
と
感
じ
た
。

名
義
変
更
・
廃
車
な
ど

手
続
き
は
お
早
め
に

 
償
却
資
産
に
つ
い
て

　

東
京
都
で
は
、
交
通
渋
滞
の
解
消
や

地
域
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
鎌
倉

街
道
（
府
中
町
田
線
）
の
整
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
町
田
市
小
野
路
地
区
と
野

津
田
地
区
を
新
た
に
結
ぶ
約
４
０
０
ｍ

の
ト
ン
ネ
ル
を
平
成　

年
春
に
開
通
さ

１７

せ
る
予
定
で
す
。

　

開
通
に
先
立
ち
、
新
し
く
で
き
る
ト

ン
ネ
ル
の
名
前
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

○
資　

格

　

都
内
に
お
住
ま
い
又
は
、
お
勤
め
の

方

○
期　

間

　

平
成　

年　

月　

日
〜
平
成　

年
１

１５

１２

１１

１６

月　

日
（
消
印
有
効
）

３１

○
応　

募　

　

官
製
は
が
き
又
は
名
前
募
集
チ
ラ
シ

に
添
付
さ
れ
た
応
募
は
が
き
に
、
名
前

と
そ
の
理
由
を
記
入
し
、「
住
所
」
「
氏

名
」
「
電
話
番
号
」
を
明
記
の
上
、
東

京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
工
事
課

（
〒　

－

０
０
２
１
、
東
京
都
町
田
市

１９４

中
町
１－

　

－

　

）
へ
。

３１

１２

　

な
お
、
応
募
は
が
き
は
市
役
所
・
都

庁
本
庁
舎
及
び
建
設
局
各
事
務
所
に
置

い
て
い
ま
す
が
、
応
募
は
が
き
の
枚
数

に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

●
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所　

工
事
課
11
０
４
２
・
７
２
０
・
８
６
４

１
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

●
町
田
市
建
設
部
建
設
総
務
課
11
０
４

２
・
７
２
４
・
１
１
２
４

※
名
前
は
ト
ン
ネ
ル
名
称
選
定
要
綱
に

よ
り
決
定
し
ま
す
。

※
作
品
の
著
作
権
は
東
京
都
に
帰
属
し

ま
す
。

　

事
業
（
不
動
産
賃
貸
業
を
含
む
）
を

経
営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た

め
に
用
い
る
構
築
物
、
機
械
、
運
搬

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
税

具
、
工
具
器
具
備
品
等
の
固
定
資
産
が

対
象
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
お
持
ち
の
方

は
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
に
つ
い
て
は　

月
１

１２

日
に
発
送
済
み
で
す
。

　

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
資
産
税
課
（
11
７
２
４
・
２
１

１
６
）
へ
。
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　毎年行っている「中学生の税についての作
文」を今年も募集し、市内の公・私立中学校
から１２０５編の応募がありました。この中から
５０編の入選作品を選び、その中からさらに東
京納税貯蓄組合総連合会、町田市納税貯蓄組
合連合会、町田税務署、八王子都税事務所、
そして町田市の各機関が優秀作品を選び、表
彰しました。
　受賞者は次のみなさんです。
【全国納税貯蓄組合連合会優秀賞】松井有佐
（町田第一中）、鈴木麻衣子（堺中）
【東京納税貯蓄組合総連合会会長賞】紺野智
恵里（小山田中）、加藤貴子（成瀬台中）
【町田税務署長賞】風間ひろみ（町田第三中）
【八王子都税事務所長賞】小林正樹（金井中）
【町田市長賞】小田佳菜子（成瀬台中）、中
山加琳（南大谷中）、宮田真宏（鶴川二中）
　ここでは、町田市長賞を代表して南大谷中
学校の中山加琳さんの作品を紹介します。

「
初
め
て
真
剣
に
考
え
て
み
た
」


